
サ
カ

i
サ
キ

じ
、
十
年
百
五
十
一台を
加
へ
、
漸
〈
奔
出
し
て
御
持

弓
如
に
主
り
、
淀
川
旧
五
年
致
仕
し
て
幽
止
と
桝
し
、

料
三
十
人
扶
持
を
党
け
、
明
利
七
年
正
且
入
日
入
十

六
畿
を
円
相
て
残
し
た
。

ザ
カ
ヰ
ナ
ホ
マ
サ
坂
井
直
政

迎
栴
平
版

・
入

右
術
門
。
典
右
術
門
直
腸
の
四
男
。
文
品
開
四
年
前
倒

利
u
K
に
仕
へ
、
三
円
五
十
石
を
4
1
け
た
が
、
館
長
の

役
に
父
兄
皆
丹
羽
長
敢
に
仕

へ
て
ゐ
た
か
ら
、
直
放

は
般
を
乞
う
て
牢
被
L
、
次
い
で
前
向
日
比
則
に
仕
へ
.

r
k
川
の
改
易
せ
ら
れ
た
後
、
元
和
六
年
百
円
び
前
山
利

市
に
来
附
し
て
七
百
石
を
栄
け
、
泡
永
二
年
に
残
し

た
。
子
孫
欣
々
滞
に
仕
へ
る
。

サ
カ
ヰ
ナ
ホ
ユ
キ
坂
井
直
径

泊
冊
刷
新
卒

・
入

右
衛
門
・奥
右
衛
門
。
入
右
衛
門
直
政
の
益
子
o
w
H
永

三
年
五
百
石
を
党
け
、
御
馬
趨
に
斑
し
、
附
刷
光
一尚

に
附
随
し
た
。

，寸九
年
江
戸
辰
口
邸
に
於
い
て
有
限

太
郎
左
衛
門
と
列
口
約
兵
衛
と
の
町
時
の
時
功
あ

b
、
初
め
て
位
時
治
懸
物
役
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

一止
保

元
年
三
百
討
を
加
へ
、山
田
安
三
年
誕
に
刊
討
を
加
へ
、

情
織
を
経
、
以
H
r
凶
作
致
付
し
て
剛
山
附
と
恥
し
、
二

行
討
を
隠
居
料
と
し
、
元
職
六
年
に問
問。

サ
カ
ヰ
ナ
リ
ト
モ
坂
井
成
友

泊

四
制
三
郎
兵
衛
。

瓜
治
元
年
初
め
て
前
川
利
自
に
臼

へ
て
小
止
時
と
な

。
、
注
文
元
年
四
一向
討
を
党
け
、
九
年
二
百
討
を
加

へ
て

大
小
終
に
列
し
、
資
永
二
年

御
先
弓
到
に
進

み
、
日
子
保
三
年
十
月
十
四
日
夜
し
た
。

ザ
カ
ヰ
ナ
リ
ト
モ
坂
井
成
僚

迎
刑
制
勝
太
夫
・五

郎
兵
衛
。
初
間
平
方
。
元
政
七
年
小
幼
主
と
な
っ
て

刷
出
利
誌
に
印
刷
L
.
開H
永
元
年
御
側
小
将
新
扮抽
出に

地
み
、
次
い
で
利
訟
に
大
型
寺
に
従
ひ
、
正
徳
三
年

金制仰
に
隠
っ
て
新
設
と
な
り
、
平
保
九
年
間
小
町
と

し
て
新
知
百
五
十
討
を
栄
け
、十
年
五
十
石
を
加

へ
、

刷
出
車
問
山
の
御
抱
笥
と
な
り
、
次
レ
で
御
舵
式
御
用

サ
ギ
チ
ョ
ウ

左
義
長

閉
山
政
の
時
、
正
且
十
五

建
等
に
任
じ
、
柑H
M
町
三
年
正
用
品
H

三
日
六
十
六
訟
を

以
て
残
し
た
。

ザ
カ
ヰ
ナ
リ
Z
ツ

板
井
成
田
辺
酬
明
大
四
郎

・

小
平
。
一
部
克
局
。
天
明
元
年
父
五
郎
入
成
岡
田
の
越

知
二
百
石
を
党
け
て
御
馬
姐
に
班
し
、
改
作
奉
行

・

御
限
式
御
則
謹
・前
凶
刷H
民
御
抱
守
・同
御
附
大
小
将

舗
開
か
ら
次
第
に
界
泌
し
て
物
…則
前
に
主

b
、
日干和

三
年
前
布
を
加
へ
、
十
二
且
サ
五
日
波
し
た。

サ
カ
ヰ
ノ
パ
バ
シ
ヒ

酒
井
白
馬
場
椎

鹿
島
泌

筒
井
の
日
青
柳
枇
の
術
指
に
は
維
が
最
も
多
く
、
幹

凶
三
米
以
上
の
も
の
が
七
綜
あ
る
。
そ
の
最
大
の
も

の
は
地
上
一
米
二
の
周
凶
一

O
米
二
で
.
こ
の
印刷
か

ら
刷
同
四
米
主
・抗
米
・
五
米
五
・
二
米
一

・
二
米
六
・

ニ
米
こ
の
六
幹
と
な
っ
て
ゐ
る
。
樹
一
一仙
約
二
ニ
米
。

之
を
馬
場
維
と
い
ひ
、
引
幹
の
内
部
は
飢
に
空
洞
と

な
っ
て
ゐ
る
が
、
周
訟
は
向
盛
氏
で
あ
る
。
大
正
十

五
年
イ
月
二
十
日
天
然
紀
念
物
に
指
定
せ
ら
れ
た
o

m
m
L
設
が
凶
に
於
い
て
も
有
般
の

E
維
で
あ
ら
う
。

サ
カ
ヰ
ホ

酒
井
保

臨
ぬ
榔
に
在
っ
た
。
承
久

三
年
訟
法
の
能
管
凶
川
鍬
円
録
に、
『
油
引
保
、
諸
問

五
字
、
承
久
元
年
立
努
伏
』
と
あ
る
。
後
附
ま
た
一泊

訓
保
が
あ
る
。

サ
カ
ヰ
ホ

酒
井
保

腿
応
部
に
印刷し
、
滞
政
時

代
で
は
酒
井
の
み
を
含
ん
で
日
た
。

サ
カ
ヰ
ヤ
ス
ザ
ダ

酒
井
安
定

沼
稿
左
七
郎
。

父
少
兵
衛
は
本
多
刑
部
の
奥
力
か
ら
出
で
、
天
明
五

年
制
外
に
列
し
て
融
市
有
を
交
け
、
翌
六
年
残
し

た
。
安
定
そ
の
後
を
泣
け
て
亦
組
外
に
斑

L
、
文
化

入
年
削
指
道
共
事
行
と
な
り
、
天
保
允
年
五
十
討
を

憎
し
、
八
年
捜
し
た
。

ザ
カ
ヰ
リ
ヨ
ウ
ス
ケ

援
芥
良
輔

金
仰
の
人
o

n引
を
樋
川
究
阪
友
直
に
怨
ん
で
犯
昨
を
栄
け
た
。

明
治
二
年
致
誠
一
郎
の
捌
か
れ
た
時
、
関
口
開
等
と
訓ハ

に
戸
食
伊
八
郎
に
就
い
て
西
洋
釘
法
を
尽
び
、
洋
開削

教
師
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
幾
許
も
な
く
僻
股
し
、
自

宅
に
於
い
て
子
弟
に
教
授
し
た
。
明
治
十
六
年
八
且

品
川
一
日
夜
、
享
年
六
十
三。

サ
キ
ア
ヒ
ガ
ハ

崎
合
川

臨
烏
蛸
東
部
と
大
泊

と
耐
認
訴
聞
に
於
い
て
織
に
注
ぐ
小
流
で
あ
る
。
統

制
慢
三
粁
。

サ
キ
オ
リ
裂
織
木
納
の
緩
椴
を
制
く
裂
き
、

そ
れ
に
藤
の
繊
維
な
ど
を
交
へ
て
織
っ
た
も
の
で
、

務
政
の
頃
段
昆
の
仕
事
抑
制
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
。

サ
キ
ジ
ン
ジ
ヤ

佐
奇
神

社

石

川
郡
捻
森
(
今

紳
合
〉
に
鎮
座
す
る
。
式
内
等
笛
枇
記
に
、
『
佐
奇
跡

位
。
式
内
一
枇
。
大
野
庄
鷲
森
村
銀
座
。
祭
跡
息
長

椴
知
命
。
佐
奇
川
之
河
端
也
。
河
名
或
名
s
阿
川
寸』

と
見
え
、
低
森
祉
と
桝
し
た
こ
と
も
あ
る
。
加
到
志

徴
に
、
こ
の
村
の
鎖
境
に
製
鉄
僑
が
あ
る
。
或
は
そ

の
附
近
に
佐
奇
柿
枇
の
削
開
設
が
あ
っ
た
地
で
は
な
か

ら
う
か
と
便
す
る
。

サ
キ
ダ

帥町
田

l
サ
イ
〆
才
問
。

サ
キ
ダ
イ
オ
リ

柏崎
回
伊

織

伊

抽
出
陣
係
城
主
一

柳
直
興
の
金
制
聞
に
御
預
と
な
っ
た
時
附
随
し
て
来
た

人
。
直
興
逝
去
の
後
、
伊
織
の
子
市
三
郎
は
前
旧
綱

紀
に
召
出
さ
れ
て
二
百
石
を
賜
ひ
、
本
組
血
(
力
と
な

り
、
子
採
相
続
い
だ
。

伊
織
の
弟
貞
之
泌
も
亦
同
時

に
俸
二
百
石
の
本
組
奥
力
と
な
っ
た
が
、
胴
乱
心
し
て

断
縦
し
た
。

ザ
キ
ダ
ポ
ウ

崎
因
坊

本
願
寺
振
諾
寺
系
制
に
。

『本
泉
寺
粂
総
修
=
佐
加
州
若
松
紡
4

蹴
=
若
松
段
↓

製
=
民
光
坊
4

同
岡

崎
町
坊
消
探
訪
中
関
坊

山間
=基

之
ぺ
勅
賜
=
上
人
蹴
4

』
と
あ
る
。
策
総
は
恕
惜
の
ζ

と
で
、
附
印
妨
は
河
北
梢
才
凶
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら

、3
0

===六

日
制
一
症
の
境
内
に
務
竹
を
批
て
、
川
帆
郎
を
応
答
で十世

ひ
、
抽
出
腕
之
に
艶
火
す
る
時
、各
戸
か
ら
は
松
飾
・註

拙
一
四
帽
の
撤
し
た
の
を
刻
し
て
火
中
に
箆
じ
、
之
を
左

義
長
と
名
づ
け
た
。

こ
の
際
、
少
年
は
昨
年
中
使
用

し
た
古
耳
目
に
、
十
二
銅
又
は
百
八
銅
を
一
郎
へ
て
納
め

れ
ば
、
討
中
心
は
共
に
之
を
焚
い
た
。
或
は
新
年
の
冊
目

初
を
続
き
、
依
朗
幹
M
く
天
に
仰
す
る
を
見
て
制
限
に

泡
ひ
能
祭
と
な
る
純
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
り‘

こ
の
火
で
併
を
茨
い
て
食
す
れ
ば
.
亦
幸
叩
出
を
得
る

と
信
ぜ
ら
れ
た
。
城
内
の
注
辿
仰
は
川
町
川
利
明
富
に

法
る
例
で
あ
っ
た
。

サ
キ
ヅ
ツ
グ
ミ

手
組
。

先
筒
組

J
サ
キ
テ
グ
ミ

先

サ
キ
テ
グ
ミ

先
手
組

御
先
手
組
は
御
先
弓
組

足
駆
と
御
先
阿
川
組
足
腕
と
の
総
抑
制
で
あ
る
。

古
へ
は

足
較
を
御
弓
之
者
・
御
餓
飽
之
者
と
い
う
た
。
天
正

十
二
年
千
前
長
左
衛
門
出品調
廿
に
開
制
足
腕
二
十
人
を

預
け
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
出
川
の
姓
併
の
見
え
る
初
で

あ
ら
う
。
次
い
で
文
験
六
年
に
は
後
際
X
助
が
あ

る
。
院
長
五
年
菊
池
忠
左
衛
門

大
槌
九
郎
兵
衛
・松

平
久
兵
衛
等
之
を
勤
め
、
大
地
寺
の
役
に
長
如
胞

・

高
山
市
坊
・山
叫剛
閑
知
・太
山
但
山
均
等
の
手
に
附
ぜ
ら

れ
た
。
こ
れ
は
入
持
組
簡
に
附
凶曲
す
る
初
で
あ
る。

寛
永
四
年
の
士
締
に
、
能
川
の
七
手
組
の
如
き
も
の

が
六
子
あ
っ
て
、
そ
の
組
々

に
御
先
手
限
二
三

λ
又

は
四
五
人
が
加
っ
て
ゐ
た
。
延
従
五
年
三
且
十
九
日

御
先
手
物
市
町
に
役
料
知
百
五
十
一
白
を
血
(
へ
ら
れ
、
点

字
三
年
十
一

且
十
三
日
人
持
制
闘
を
七
組
と
定
め
、
そ

の
一
組
に
弓
一
組
・
筒
二
組
犯
を
附
凶
せ
し
め
、
御

先
手
組
惣
べ
て
二
十
一
組
、
御
先
手
物
顕
二
十
一
人

と
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
所
凶
の
人
持
制
別
は
術
無

か
っ
た
が
、
元品開
十
周
年
七
且
九
日
こ
れ
を
定
め
、

御
先
手
組
を
そ
れ
ぞ
れ
に
分
間
幽
せ
し
め
る
こ
と
に
し


